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「持続性が確保された木材流通のための立木取引（マッチング） 

の場において行われる立木取引について 

 

                   令和７年 月 日 

一般社団法人   

国産材を活用し日本の森林を守る運動推進協議会 

会長   

 

 

一般社団法人 国産材を活用し日本の森林を守る運動推進協議会が運営す

る「持続性が確保された木材流通のための立木取引（マッチング）の場にお

いて行われる立木取引においては、下記の立木売買契約を使用して、立木売

買契約が行われるものとする。 

 

 

 

 

 

記 
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立木売買契約 

 
売渡人   を甲とし、買受人   を乙とし、一般社団法人 国産材を活用し

日本の森林を守る運動推進協議会を丙とし、甲乙丙間で次のとおり、丙が運営す

る立木取引システム（以下「本立木取引システム」という。）の規律に従って立

木を売買する契約（以下「本売買契約」という。）を締結する。 

 

（売買） 

第１条 甲は末尾記載の山林（以下「本件山林」という。）上の末尾記載の立木（以

下「本件物件」という。）を乙に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受け

る。 

 

（再造林） 

第２条 甲は本件物件の伐採が終了した日を含む年度（毎年４月１日から翌年３

月３１日までを１年度とする。）の翌年度初日から起算して２年以内に、本

件山林において人工造林（以下「再造林」という。）を行うことを約する。

なお、甲の責めに帰することができない事由により再造林を行うことがで

きないときはこの限りでない。 

２ 甲は、別紙に従い、再造林を実施しなければならない。 

 

（代金） 

第３条 本件物件の売買代金は、本件山林に再造林を行うための費用を含む金   

円（消費税を含む。）とする。 

 

（代金の支払） 

第４条 乙は、前条の売買代金を、  年  月  日までに、甲に支払わなけ

ればならない。 

２  乙は、本件物件の引渡し（第５条第２項又は第３項による引渡しを含む。

第６条以降において同じ。）を受けたにもかかわらず、前項の支払期限まで

に甲に売買代金の全部又は一部を支払わないときは、その未払分に対し支

払期限の翌日から支払の日までの日数につき年 14.60 パーセントの割合で

計算した金額を延滞金として、甲に支払わなければならない。 

 

（本件物件の所有権の移転及び引渡し） 

第５条 本件物件の所有権は、乙の甲に対する第３条の売買代金の全額の支払が

あったときに甲から乙に移転し、甲は、乙から売買代金の全額の支払いを
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受けるのと引き換えに、本件物件を、乙の立会いの上、本件物件の所在場

所において乙に引き渡すものとする。 

２ 前項の場合において、乙が立ち会わず、又は、立ち会うことができない

ときは、甲が本件物件の引渡しの通知をしたことによって、本件物件の引

渡しをしたものとみなす。 

３ 立会いによる引渡しをしないことに甲乙が同意するときは、前２項の規

定にかかわらず、売買代金の全額の支払のあったときに、本件物件の引渡

しがあったものとみなす。 

 

（引渡受領書の提出） 

第６条 乙は、本件物件の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければ

ならない。 

 

（根株の所属） 

第７条 本件物件には根株を含まないものとする。 

 

（本件物件の伐採及び搬出義務） 

第８条 乙は、自らの費用負担において、本件物件の伐採を行ったうえで、本件

物件を、第５条の引渡し日から  日間の搬出期間内に本件山林（分収林

の立木竹の売買における分収造林地を含む。）外に搬出しなければならない。 

 

（搬出期間の延長） 

第９条 乙は、やむを得ない事由により前条で定めた搬出期間内に本件物件を搬

出できないときは、その満了前に甲に対し事由を付して搬出期間の延長を

申請することができる。ただし、災害その他特別の事由により搬出期間の

満了前に延期の申請をすることができない場合は、搬出期間の経過後にお

いても申請することができる。搬出期間は、甲が乙の申請を承認すること

によって延長されるものとする。 

２ 前項の搬出期間の延長は、延期が数回にわたる場合であっても、前条で定

めた搬出期間と延長された期間の合計が、前条で定めた搬出期間の２倍の

長さの期間を超えることができない。 

 

（搬出延期料） 

第１０条 甲は、前条の規定により搬出期間の延長を承認する場合には、その承

認前に、当該延長期間に対し１日につき売買代金の 10,000分の１に相当す

る金額を搬出延期料として乙から徴収する。 
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（搬出期間延長の特例） 

第１１条 甲は、甲の管理経営上特別の必要がある場合は、前２条の規定にかか

わらず、第９条第２項に定める延長の範囲を超えて、かつ前条に定める搬

出延期料の支払いなく、搬出期間を延長することができる。 

 

（搬出期間の特殊計算） 

第１２条 天災その他不可抗力により本件物件を搬出することができない期間

は、乙が速やかにその事由を申し出て甲の承認を受けたときに限り、搬出

期間に算入しない。 

 

（伐採着手・終了と搬出済の通知） 

第１３条 乙は、本件物件の伐採を始めるとき、伐採を終えたとき、及び搬出を

終えたときは、遅滞なくその旨を甲及び丙に通知しなければならない。 

 

（搬出未済物件の処置） 

第１４条 次の各号の一に該当する時点において、本件山林から搬出未済の本件

物件が存在する場合、当該本件物件の所有権は当該時点において当然に甲

に移転する。この場合、乙は、甲に対して売買代金の返還その他何らの請

求もすることができない。なお、甲に損害が生じたときは、甲は、乙に対

してその賠償を請求することができる。 

(1) 前条のうち、搬出終了の届出があったとき。 

(2) 搬出期間が満了したとき。 

 

（伐採跡地検査の立会） 

第１５条 乙は、甲から伐採跡地検査の立会いを求められたときは、正当な理由

がなければこれを拒んではならない。 

 

（危険負担） 

第１６条 本売買契約の締結時から本件物件の引渡しのときまでの間に本件物

件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由

により滅失又は損傷し、本売買契約の履行が不可能となったときは、甲又

は乙は相手方及び丙に対して書面により通知して、本売買契約を解除する

ことができる。また、乙は、本売買契約が解除されるまでの間、売買代金

の支払いを拒むことができる。 
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（契約不適合責任） 

第１７条 乙は、本件物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しな

いものであつても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請

求及び契約の解除をすることはできない。 

 

（使用状況の報告） 

第１８条 売買目的の指定がある本件物件について、甲は、乙に対し、本件物件

の使用状況の報告を求めることができる。 

 

（搬出未済物件の譲渡） 

第１９条 乙は、本件物件の引渡しを受けた後に限り、本件山林からの搬出未済

の本件物件を第三者に譲渡することができる。乙は、本件山林からの搬出

未済の本件物件を第三者（本条において、「当該第三者」という。）に譲渡

しようとするときは、当該物件について乙が甲に対して本売買契約に基づ

いて有する権利義務（本件物件を伐採し搬出する義務及びこれらのために

本件山林に立ち入る権利を含む。）を当該第三者が承継する旨を記載した書

面を、当該第三者と連署して甲に届け出なければならない。この場合にお

いて、乙は、当該第三者と連帯して本売買契約に定める義務を負うものと

する。 

２ 前項の届出がないときは、乙は、前項の物件の譲渡をもつて、甲に対抗す

ることができない。 

 

（契約の解除） 

第２０条 甲又は乙は、次の各号の一に該当する場合に限り、契約相手方である

甲又は乙及び丙に対して書面により通知して、本売買契約を解除すること

ができる。 

(1) 契約相手方である甲又は乙が、第４条ないし第５条に定める義務を履行

しないとき。 

(2) 契約相手方である甲又は乙が前号に定めるほか契約の履行に関し不正

な行為をしたとき。 

(3) 契約相手方である甲又は乙（甲又は乙が共同企業体であるときは、その

構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）が次のいずれかに

該当するとき。 

イ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（甲又は乙が個人であ

る場合にはその者、甲又は乙が法人又は団体である場合には主要な出

資者、代表者、役員、従業員、その他経営に実質的に関与している者
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をいう。以下この号において同じ。）が暴力団（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力団

対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であると認められるとき。 

ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど

したと認められるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与していると認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用す

るなどしていると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

(4) 契約相手方である甲又は乙が自ら又は第三者を利用して次のいずれか

に該当する行為をしたとき。 

イ 暴力的な要求行為 

ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

ニ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為 

ホ その他前各号に準ずる行為 

 

（契約解除による本件物件の所有権移転及び売買代金の返還等） 

第２１条 甲又は乙が前条の規定により本売買契約を解除した場合、解除に伴う

本件物件の所有権の移転及び売買代金の返還等の処理は、解除の時期に応

じて、以下の各号の定めに従うものとする。 

（1）第５条による本件物件の所有権移転後、第８条に定める乙による本件

物件の伐採開始前における解除の場合 

本件物件の所有権は解除に伴い乙から甲に移転し、甲は、第３条に

定める本件物件の代金相当額を乙に返還するものとする。 

（2）乙による本件物件の伐採開始以降における解除の場合 

本件物件（伐採木を含む。以下、本項において同じ。）のうち伐採が

未済の物件及び本件山林外への搬出が未済の伐採木（以下「搬出未

済物件」という。）の所有権は解除に伴い乙から甲に移転し、本件物

件のうち搬出が完了した伐採木（以下「搬出済物件」という。）の所
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有権は、解除に伴い移転しないものとする。甲は、乙に対し、第３

条に定める代金のうち、搬出未済物件に係る代金相当額を返還する

ものとする。 

２ 前項第２号の規定により甲から乙に代金相当額を返還する場合は、甲はそ

の代金相当額の算定に必要な調査を行うものとし、解除原因を生じた甲又

は乙はその調査に要する費用の全てを支払うものとする。 

３ 第１項の規定により甲から乙に返還される金額に対しては、利息を付さな

い。第２５条の規定により甲から乙に返還されるべき金額についても同様

とする。 

 

（契約解除による違約金） 

第２２条 甲又は乙が第２０条の規定により本売買契約を解除した場合、解除

権を行使された甲又は乙は、解除権を行使した甲又は乙に対し、本件物件

のうち前条に基づき解除に伴い乙から甲へ所有権が移転する部分に係る売

買代金の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として、解除権を行使した

甲又は乙の指定する相当な期限までに支払わなければならない。 

（契約解除に伴う損害賠償の請求） 

第２３条 第２０条の規定により解除権を行使した甲又は乙は、契約解除により

前条の違約金の額を超過する損害（乙が解除権を行使した場合であって、

第２１条第１項第２号が適用されるときは、搬出未済物件につき乙が支出

した伐採費用を含む。）が生じたときは、解除権行使の相手方である甲又は

乙に対し、その超過額を損害賠償請求することができる。 

２ 甲又は乙は、第２０条の規定により本売買契約を解除した場合、これによ

り解除権行使の相手方である甲又は乙に生じる損害について、何ら賠償な

いし補償する義務を負わないものとする。 

 

（特殊な事由による契約の解除） 

第２４条 甲又は乙は、法令の規定により本売買契約を履行することができない

場合は、契約相手方である甲又は乙及び丙に対して書面により通知して、

契約の解除をすることができる。 

２ 前項の場合には、甲又は乙は、それぞれ相手方に対しその損害の賠償を請

求することができない。 

 

（特殊な事由による契約の解除の場合の売買代金の返還等） 

第２５条 甲又は乙が前条第１項の規定により本売買契約を解除した場合、本件

物件の所有権の帰属は、第２１条第１項各号の規定に従うものとし、甲は、
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乙に対し、契約の解除により甲に所有権が帰属した本件物件の代金相当額

を返還するものとする。 

 

（作業の中止命令） 

第２６条 法令の規定により本売買契約を履行することができないときは、甲は、

乙に対し、本件物件の伐採、加工、搬出その他の作業の中止を命ずること

ができる。乙に法令又は本売買契約に違反する行為があると甲が認める場

合も同様とする。 

２ 前項の場合には、乙は、作業の中止により生じた損害の賠償を甲に請求す

ることはできないものとする。 

 

（施設の設置） 

第２７条 乙は、本件物件の伐採、加工、搬出等のため甲の所有地内に施設を設

置する必要があるときは、甲に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 乙が設置した甲の所有地内の施設は、その使用を終わり又は本売買契約の

解除その他の事由によりその使用が必要なくなったときは、乙は、甲の指

定する合理的な期間内に収去し、施設を設置した敷地部分を原状に回復さ

せなければならない。ただし、本売買契約において特別の定めをしたとき、

又は甲の承認を受けたときは、この限りでない。 

３ 乙は、前項の規定に違反してその義務を怠ったことにより甲に生じた損害

について、甲の請求に従い賠償しなければならない。 

４ 第２項の指定期間内に収去の終わらない施設の所有権は、指定期間満了の

時点で甲に移転する。 

 

（林野保全等の措置） 

第２８条 乙は、本件物件の伐採、加工、搬出その他の作業の実行に当たっては、

特に林地保全、河川汚濁防止等に努めなければならない。 

２ 甲は、林地保全、河川汚濁の防止等に必要があると認めるときは、乙に対

し、乙の負担において必要な措置をとることを求めることができる。 

 

（物件外樹木の損傷等の届出） 

第２９条 乙は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、甲に書面で届け出

なければならない。 

(1) 本件物件以外の樹木を損傷したとき。 

(2) 本件物件の根株を損じたとき。 

(3) 本件物件の伐採、加工、搬出その他の作業の実行に伴って、第三者に損
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害を与えたとき。 

 

（物件外立木の無断伐採の賠償金） 

第３０条 乙、買受に伴う作業の請負人又は当該作業を受託した者（当該作業が

数次の請負契約又は委託契約によって行われるときは、後次のすべての請

負人又は受託者を含む。）が甲の承諾を得ないで、甲の所有地内の本件物件

以外の立木を伐採したときは、乙は、当該立木の価額のほか、当該立木の

価額の２倍に相当する金額を賠償金として、甲に支払わなければならない。 

２ 前項の当該立木の価額は、甲が定める基準により算定するものとする。 

 

（延滞金） 

第３１条 乙は、乙から甲に支払うべき債務について甲乙で合意した支払期限ま

でに支払わないときは、当該未払金に対し、支払期限の翌日から支払の日

までの日数につき、年 14.60 パーセントの割合で算定した金額を延滞金と

して甲に支払わなければならない。 

 

（紛争の解決） 

第３２条 本売買契約に関して当事者間で生じた紛争については、東京地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（労働安全衛生） 

第３３条 乙は、本件物件の伐採、加工、搬出その他の作業の実行に当たっては、

労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければ

ならない。 

 

（乙の支払方法） 

第３４条 乙の本売買契約の規定による甲に対する金銭の支払いは、次のとおり、

銀行振込の方法によって行う。 

＜第３条の売買代金＞ 

金融機関名   

種別等  

口座名義人  甲 

 

（再造林費用相当額の信託） 

第３５条 甲は、前条の甲名義口座へ振り込まれた売買代金のうち、第２条の再

造林を行うために必要となる費用相当額を、甲を委託者兼受益者、●●●
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●（以下「受託者」という。）を受託者、丙を信託財産からの払出に関する

指示者とする信託契約（特約付合同運用指定金銭信託）（以下「本信託契約」

という。）に基づき信託する。再造林を行うために必要となる費用相当額は、

丙が定める基準に従い算定する。 

２ 本信託契約の信託金は、丙の指示に従い、第２条の再造林を行うための

費用として、受託者から受益者たる甲（本件山林の譲渡や相続等により、

本売買契約上の地位及び権利義務を甲から承継した者を含む。以下本条、

第３６条及び第３７条において同じ。）に対して交付される。ただし、本売

買契約に基づき丙が甲に代わって再造林を実施する場合には、丙の指示に

従い、受託者から丙に対して交付される。 

３ 本件山林に対する担保権が実行された場合等、理由の如何を問わず、甲

又は丙のいずれによっても本件山林において第２条の再造林が実施されな

いこととなった場合、本信託契約は終了し、信託終了時点に残存する信託

金は、丙の指示に従い、本信託契約の委託者である甲に対して交付される。 

４ 前３項に定めるほか、本信託契約の具体的な内容は本信託契約の規定に

よる。 

 

（第２条の期限後の丙の再造林資金の代理受領と再造林の実施の特則） 

第３６条 甲は、本売買契約をもって、丙に対し、甲が第２条に定められた期限

（ただし、甲が第２条に定める期限の１か月前までに丙と再造林を行う期

限を延長する合意をした場合には、当該合意した期限を指す。以下同じ。）

及び方法に従って甲が実施することを約した再造林を行わないとき、丙が

甲を代理して、受託者から本信託契約の信託金の交付を受けて、丙が自ら

選定した施業者（森林組合等）に委託して再造林を行うことができる権限

を与える。受託者から甲に対して信託金の全部又は一部が既に交付されて

いる場合、甲は、丙に対して、受領した信託金から第２条の定めに従い再

造林のために支出した費用を控除した金額を、丙に対して支払わなければ

ならない。 

２ 丙が前項の再造林を行うときには、甲に対し、再造林を行う  日前に

通知を行うものとする。 

 

（再造林期限経過前の信託契約解約等に伴う特則） 

第３７条 第２条に定められた期限の経過前に、次の各号の一に該当する事実

が生じたときは、甲が、受託者から本信託契約の解約等による信託金の交

付を受けるものする。 

(1) 本信託契約に定める事由により、本信託契約が終了したとき 
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(2) 本売買契約が解除されたことにより、本信託契約が終了したとき 

(3) 甲について破産手続開始決定、民事再生手続開始決定、若しくは会社更

生手続開始決定がなされた、又は甲が支払停止になり、本信託契約が終

了したとき 

(4) 甲が再造林を完了し、本信託契約が終了したとき 

 

（本件山林の譲渡に伴う甲の本売買契約上の地位等の移転） 

第３８条 甲は、本件山林を譲渡する場合、甲の再造林履行義務を含む甲の本売

買契約上の地位及び権利義務並びに本信託契約上の地位及び権利義務を、

本件山林の譲受人に承継させなければならない。また、甲は、本件山林を

譲渡すること並びに本売買契約上の地位及び権利義務並びに本信託契約上

の地位及び権利義務が譲受人に移転することにつき、あらかじめ丙の承諾

を得なければならない。 

２ 前項の場合、乙は、甲から本件山林の譲受人に対して本売買契約上の地

位及び権利義務及び本信託契約上の地位及び権利義務が移転することにつ

き、あらかじめ承諾する。 

３ 第 1 項に定める本信託契約の地位及び権利義務の承継にかかる手続きに

ついては、本信託契約の規定による。 

 

（甲の相続開始に伴う本売買契約上の地位等の移転） 

第３９条 甲の相続が開始したとき、甲の再造林履行義務を含む甲の本売買契約

上の地位及び権利義務並びに本信託契約上の地位及び権利義務は、甲の相

続開始によって本件山林（甲が本件山林の所有者ではない場合における、

本件山林において人工造林をする権利を含む。以下同じ。）を取得した者が

承継するものとし、甲又は甲の相続人は、本件山林の取得者に本売買契約

上の地位及び権利義務並びに本信託契約上の地位及び権利義務を承継させ

なければならない。 

２ 前項に定める本信託契約の地位及び権利義務の承継にかかる手続きにつ

いては、本信託契約の規定による。 

 

（その他） 

第４０条 本売買契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙丙協議し

て定める。 

 

 

本立木取引システムを利用した立木売買契約を証するため、本書３通を作成し
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各自自書署名又は記名捺印の上各その一通を保有するものとする。 

 

   年   月   日 

（甲） 

 

（乙） 

 

（丙） 

 

記 

売買立木の表示 

 

〈立木が所在する山林〉 

    県   市   町   番地 

山林  平方メートル（ただし実測は  平方メートル、図上面積  平方

メートル）  

 

１ 立木 

  上記山林上の以下の立木 

樹種     

   材積  立方メートル    

本数  本  

林齢  年 

樹種     

   材積  立方メートル    

本数  本  

林齢  年 


